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午後３時17分 開会 

 

◆寺坂寛夫 委員長 皆様、本会議終わりましたけど、大変お疲れのところお集まりいただきまし

た。 

 きょう、急遽お集まりいただきましたのは、前の調査特別委員会でいろいろ議長へ、私のほ

うから太田議員の一般質問のことについてずっと話をしました。そのことについてちょっと説

明しますと、きのう、太田議員の一般質問について本特別委員会で議論した内容を私から議長

にお伝えしました。議長は、その後、太田議員と面談されましたが、太田議員が発言の意図等

を議長に説明される中で、その内容は庁舎の特別委員会で説明されてはどうかという提案をさ

れまして、私に特別委員会開催の依頼がありました。そのような経過で急遽ではありますが、

本日の特別委員会を招集したものであります。 

 それで、ここの本特別委員会が議員の一般質問の内容について、特別な場合を除き調査する

ことはできないと考えるというのがあります。ですから、太田議員に委員会の出席を求めて説

明を聞くこととするためには委員会の許可が必要となります。これは、委員会条例第117条、委

員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対

しその出席を求めて説明または意見を聞くことができるとなっております。本特別委員会の調

査事件ではなく、この件について本特別委員会での調査はできないと考えるため、特別委員会

ではなく、委員会協議会という形で話を聞くことにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいですね。 

 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 ただ、委員会協議会っていうのは、どの、例えば議会規則か何か、何によって

開かれるわけ、一定の運営要項か、申し合わせか、どれにより、なぜ委員会が開かれるか、そ

の委員会っていうのは、どこに載ってるんですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 委員会条例第117です。 

 じゃあ執行部、お願い。 

○湯谷久美子市議会事務局次長 失礼します。委員会協議会というのは、条例とかそういう規則

とか、そういったものに基づかない議員さん方の任意の会ということになります。過去にもそ

ういったものを開催しているような例がございます。 

 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 なら、過去はどういったことでの開催になってますか。 

◆寺坂寛夫 委員長 次長。 

○湯谷久美子市議会事務局次長 済みません。最近の例というのは私はちょっとわからないんで

すけど、ずっと以前ですと、委員会で陳情だとか請願だとかをされた方の意見を聞かれるとき

に、委員会ではなくて委員会協議会というようなことで……（「事前に」と呼ぶ者あり）はい、

事前に。あっ、事前にといいますか、そういう陳述者だとかっていう方の意見を聞かれたとい

うふうな例があるということがあります。 

◆寺坂寛夫 委員長 長坂委員。 
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◆長坂則翁 委員 いや、ですから、委員会協議会は申し合わせか、例えば何かの規定とか、そう

いったことには、じゃあ、全く載ってないという理解でいいんですね。 

◆寺坂寛夫 委員長 次長。 

○湯谷久美子市議会事務局次長 そのとおりです。 

◆寺坂寛夫 委員長 よろしいですか。 

 皆さん、よろしいでしょうか。 

 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 その太田議員の説明を受けるということなんですけど、昨日ですか、委員長が

議長のほうに言われて委員会での内容をお伝えされて、議長のほうから特別委員会で説明をせ

よとおっしゃられたという、その経過説明は今伺いましたけど、そもそも特別委員会と太田議

員との関係というかね、太田議員の本会議発言との関係っていうのは、特に特別委員会の審査

に対して太田議員が何か本会議で意見を言ったわけでもないし、特別委員会の私たちがそうい

った認識を持っているわけでもない中で、あえて太田議員の説明を招致をして、特別委員会で

呼んで説明を聞く意義がどこにあるのかなというふうに思うんですけれども。 

◆寺坂寛夫 委員長 議長と太田議員の話、私も途中で同席した部分もありますけどね、ほとんど

太田議員の意見は我々のこの委員会での話とまた違った発言がありましたので、議長もやはり、

この委員会でやられたらどうでしょうかということです。 

 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 いや、ですから、今、桑田委員も言われたように、議長の要請だろうと思うん

だけども、本来的には、議場での太田議員の発言を特別委員会で協議をするというふうなこと

自体は本来ナンセンスな話であって、私に言わせればですよ。議長の要請があったから今は開

かれとるんだけども、特別委員会じゃなくして特別協議会ということで、全くの任意の団体っ

ちゅうだか、かもわからんのだけども、何かその辺がちょっとすっきりしないんですよね、う

ん。あくまで議場で起きたことですからね。 

◆寺坂寛夫 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 そういうことだろうと思うんですけど、ただ、そういうことがないかというふ

うな意見がこの中から出て、議長のほうにこれを申し入れて善処していただくという合意がと

れたわけですから、だから発言自体はここで審議するような内容ではなくても、そういうよう

な内容についてここで議論をして、じゃあ、錯誤があるようだから、議長のほうに善処してい

ただきましょうといって持っていったわけですよね。そしたら、それに対して議長がそのこと

はこの委員会の中で発議があってというか、話し合ってやったことだから、ここで解決しなさ

いよというふうに戻されたという意味だと私は思うんです。だから、それについて協議会とい

うもの、どっちみちそういうふうなこと、錯誤じゃないかという意見が出て、そういう意見に

一致したんだから、そのことについて委員長は、来てそのことに対して弁明をしていただこう

ということで、こういう会を開いたんだというふうに私は思ってるんですけどね。 

◆寺坂寛夫 委員長 どうでしょう、桑田委員、いいですか。 

 本人から議長、明確な答弁はなかったみたいな感じですね。本人は、もうそういう問題は全
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然、この内容についていろいろ議事録をずっと、発言録、これ見ていただきましたけど、なか

なかそういう意図ではないみたいな感じで私は全然、この内容がね。 

 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 委員長の判断でね、議長にも相談をされた結果ということもあるようだし、今、

下村委員からもあったんだから、いささかいろんな思いはせんこともないけれども、この場所

に呼んでということであれば、了としますよ。 

 桑田さんはまだあれですけど。 

◆寺坂寛夫 委員長 どうでしょうね、本人さんに待機はしていただいてますけどね、この結果を

見てということで。 

 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 きのうは最終的に議事録、これは本来、特別委員会でどうこうする問題ではな

いんだけれども、この委員会の中で出たことの中で、その延長線上でね、太田議員の議事録に

残ってしまうから議長のほうからそのあたりを配慮して、事実誤認ということであれば、削除

をするような方向で動いてもらったらどうだろうかということで議長に託したわけですよ。だ

から、ここで、特別委員会で事実誤認だというペーパーもいただいて我々説明を受けたわけで

すけど、事実誤認ということを説明されたことに対して太田議員が不服として言われるのであ

れば、これは特別委員会で言う話ではないと思いますよ。やはり執行部との間の中でやりとり

をしていただければいいわけで、それで御本人が納得をすれば、議事録なり、もう一度本会議

でそこの部分は訂正をするとか、市民に誤解があってはいけないので、もう一度言い直しをさ

せていただきたいとかね、そういうことで進むほうがいいんじゃないかと思うんですけど、こ

こで聞いて我々がじゃあ、太田議員の弁明というか、それに対して何も言えないんじゃないん

ですかね。（「言えないと思いますよ」と呼ぶ者あり）ええ。聞きっ放しですよね。（「多分ね」と

呼ぶ者あり）はい。 

◆寺坂寛夫 委員長 そうですね。最終的には本人さんが弁明されるのか、議場でね。後はそうい

うことになるかもわかりませんし、執行部がまた何かの発表をされるのか、そういう格好には

なろうかと思いますけどね。 

 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 きょうのレジュメではね、説明であって弁明ではないわけなので、誤りだった

っていうふうに言ってるかどうかもわかんないのに、弁明っていう言葉を使うのは不適切だと

思います。あくまでも説明っていうことは説明なわけでしょう。だから、委員長と議長とのや

りとりの中で詳しい話はここに出てないけども、間違いなりなんなりあったのであれば弁明と

いう言葉かもしれないけれども、ここに説明なので、さっきちょっと委員長が何か、議場で云々

とかいろいろ言われたけど、そんなことになるかどうかももうわかんないじゃないですか、説

明なんだもん。 

◆桑田達也委員 説明で、別に。 

◆下村佳弘委員 説明でいいんでしょう。 

◆桑田達也委員 説明ですよ。 
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◆伊藤幾子 委員 だけど、会話の中で弁明、弁明って出るから、それってすごく人が聞くとね、

何か悪いことしたことみたいに受け取っちゃうじゃないですか。だから説明ですよ、あくまで

説明でしょう。 

◆桑田達也 委員 説明を聞いてどうするの。 

◆長坂則翁 委員 何の、それを聞いて何するだ、なら、逆に。 

◆寺坂寛夫 委員長 説明に対してまた発言していただいてもいいでしょうし、協議会ですので、

呼ぶこともできるし、それはね。 

 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 説明を聞いて、我々が議場で発言をした太田議員に対してとやかくは言えんで

しょう、本人の責任において言ったことですから。それは誤っとりますと言うとか、あるいは

正しいですよとかね。ただ、執行部がこの間進めてきたことと議事録を見る限りにおいては、

若干のずれがあることは事実なわけだ、ねえ。だけども説明を聞いて、じゃあ、あなたはおか

しいんじゃないのということは我々の立場として言える立場でもないでしょう。とするなら、

何のための説明かっていうことにもなってくると思うんですよ。言えますか、じゃあ議場で発

言されたことに対して、あんたの考えはおかしいよ、あるいはあの発言は執行部が出してる資

料とずれとるよとか、それは私は言えないと思いますよ、言えるんですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 真意を聞くという意味だと思うんです。だから弁明じゃなくて、あれですよね。

（「説明か」と呼ぶ者あり）うん、まあ説明も説明なんだけど、取り消しとかね。（「いや、そこ

になると……。」と呼ぶ者あり）いや、そういうことをね、こちらから、あるいは議長から言う

ことはできないということで、この部分については本人がそうだと言わなければできないわけ

ですよ、できない、本人が認めなければ。本人が認めないって言われればそのまんまです、そ

のまま何もないです、実際。 

◆寺坂寛夫 委員長 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 だから、それは先ほど桑田委員も言われたように、本人さんが執行部と話をす

るなりするべきじゃないですか。この中で説明をされて、それに対して我々がじゃあ、どうす

るんですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 それは、きのうの委員会の中で、これ、錯誤があったんじゃないかというよう

なことがあって、それで委員長さんに皆さんがこうがいいんじゃないかということで議長のと

こに行ったけども、議長は自分がそういうことを言ったわけでもないし、その話がもともと出

たのはここの会議から出たのだから、だから、その説明はここの委員会で聞いたらどうですか

ということで、そのことに対して委員長さんはそういうふうにされたというふうなことだと思

いますよ。だから聞くのに意味があるかないかということもあるんだろうけども、だけども、

私はそういうふうな錯誤があったということは、やっぱりそれは私たちの思い違いかもしらん

し、あるいは何かほかに意図があったんかもしらんし、その説明を聞くという機会を持ったっ

ていうことが別に悪いことだというふうには思いませんけどね。 
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◆寺坂寛夫 委員長 どうでしょうかね、長坂委員、最終的には、ちょっと途中中座されましたん

でね、そのときに話しました……。 

 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 きょうの協議会の太田議員の説明という、ちょっと理由づけというところが、

私自身がいま一つのみ込めないものですから発言をしてるんですけど、そもそもを言えば、こ

の特別委員会の中の議題として伊藤委員のほうから、本会議での太田議員の発言を受けて、昨

年からまたこの特別委員会が審査をして認めてきた土壌汚染対策費であるとか、そういったこ

とがどうだったのか疑念に思うということをおっしゃられて、改めて私たちは庁舎整備局のほ

うから土壌汚染対策ということと水質モニタリングのことについて説明を受けて納得もし、伊

藤委員も納得をされた土壌汚染対策の範囲であるとか、そういった経過のことについても詳し

く説明いただきましたから、この庁舎特別委員会の中では、それは納得もし、太田議員の、確

かに議事録に残っているものでしか判断できないから、あえて私もずっと何回も読み直しをし

ましたけども、確かに、太田議員がおっしゃってるのは、前半部分は土壌汚染対策のことでず

っと言ってこられて、後半部分というか、一番問題になってる部分は水質のモニタリングのこ

とだということも理解しましたけども、ただ、そこでじゃあ水質モニタリングということを太

田さんがどこまで、どういう理解をしておっしゃっておられるのかということも、これはちょ

っとこの文章の中では読み取れないなということはあるんですけど、かといって特別委員会が

太田さんに対して、じゃあ、あなたの発言、ここはどうなんだ、どういう意味があるんだとい

うことを問いただす場でもないですしね、どうなんだろうなと。この辺の関係性がちょっと私

はよくわからないので言ってるんですけど、ここに太田議員が来られて説明を受ければ、その

まま説明を受けて、そこで委員長は、そこからさらに何かあればとおっしゃられるんですけど、

(「何が起こるのかということがわからない。」と呼ぶ者あり)太田議員に対して、いや、そこは

違うんですよ、こうなんですよということを我々委員として言えばいいんでしょうかね。でも、

何か違うような気がしますよね、そこは。 

◆寺坂寛夫 委員長 長坂委員。 

 念を押すようだけれども、いただいたこのペーパーのやりとりの議事録は庁舎整備局のペー

パーですよね。これ間違いないと思うけども、議会事務局のペーパーっていうのはどうなっと

るんですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 次長。 

○湯谷久美子市議会事務局次長 ペーパーというのはまだないですけれども、一応テープのほう

で確認はしました。 

◆長坂則翁 委員 確認してあるんだ。 

○湯谷久美子市議会事務局次長 はい。 

◆桑田達也 委員 皆さんの意見も。 

◆米村京子 委員 いいですか。いいですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 そのほかの皆さんはどうでしょうか。 

 星見委員。 
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◆星見健蔵 委員 それぞれ桑田委員さんや、それこそ長坂さんや、それなりに今言っておられる、

私も実際そこなんですよね。だから、この特別委員会が太田さんの発言で、特別委員会に対す

る意見とか、そういうんであれば、それは違うじゃないですかとか言える立場であるわけです

けども、あくまでもやはり執行しておるのは庁舎整備局の事業を進めておられる中の経過であ

ったり、今後の対応であるんで、それに追随する予算であったりとか、そういったことでこれ

まで説明を受けて、この特別委員会として通してきておるんじゃないですか、だけども、太田

さんが言われたのは、やはりくいを打つところ以外のそういった浄化槽であったり、重油タン

クのあったところの調査をしてないんじゃないかというふうに言われておりますよね、これも

見ても。それで、しまいのほうは今度は水質に、それは、これからもずっと水質については検

査をしていくということを言われておるわけですよ。だから、それは今後の課題としてこうい

ったところも水質調査をしなさいよという意見なら、それなりに私は対応もこれからしていけ

ばいい話ですけども、やはりそういった土壌汚染のヒ素に対する、特にヒ素の部分がレベルを

超えとるっちゅう、基準値を超えとるということで問題になっとるわけですけども、やはり十

分な調査も細々とやってきておられるわけなんで、それをやっていないかのような言葉という

ことがやはり市民に放映されとるわけですよね、はっきり言って。市民の健康を害するとか、

そういうことがなされてないという言い方をこれ見たらちょっとかかわっておられるんで、や

はりそういった間違いを、誤解を与えるような、市民に。それはやはり不適切じゃないかとい

うことなんですよ。だから、私は一番当の執行部のほうが、たとえ質問の中身じゃなしに、個

人的な考え方の意見であったかもわからんですけども、やはりそうじゃないですよということ

を私は一言言っていただければいいんじゃないかなと思っておるんですけどもね。 

◆寺坂寛夫 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 そこの考え方なんですけど、私も読んでみて、この前の特別委員会のときには、

土壌汚染の対策ということ、その調査が行われてないんじゃないかということを太田さんが言

ってるのではないかということが問題になったんですけど、そうではなくて、結局、水質調査、

モニタリングのことを太田さんは言ってるわけですよね、最後のところは。そこのところのち

ょっと誤解はこの委員会の中であったような気もしますけども、ただ、最後の部分をさらに読

み解いても太田さんのおっしゃってることのちょっと意味がよく理解できない。土壌汚染の調

査をし、その対策としての工事を着手するに当たっての施工前、施工中、施工後という中の水

質モニタリング調査を継続してやっていくということに対して太田さんは、そうではなくて、

もっと事前に水質調査をしっかりやれっちゅう話になっとるわけで、この辺の考え方が果たし

て土対法のね、そういうずっと流れの中から太田さんが言われてること自体が要は理にかなっ

とるのかどうなのかというところも私はちょっと読み取れんのですけども、いずれにしても誤

解というか、執行部からの御説明は本会議の後に会って理解はされてるのかもしれませんけど、

太田議員が特別委員会の中で、私もちょっと一部誤解をしてましたけども、土壌汚染対策をや

ってないんじゃないかということが趣旨でこの議論をし、太田さんの言ってることは誤認なん

だという発言に対し、太田さんがもし違うんだということをおっしゃられたいんであれば、そ

この説明はお受けしたと思いますけど。 
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◆寺坂寛夫 委員長 米村委員。 

◆米村京子 委員 済みません。私もこの議会っていうものがどういう形のものか申しわけないで

すが、それからちょっと理解不能になってきてるんですけども、あくまでもこれ議会の議場で

言われた話ですよね。それをこれがもう、それこそ議事録として残り、それで、その中でやっ

ぱりちょっと誤解を生じたところできのうからこういう問題が起こってるわけですよね。そう

いう中、もうそれで、ちょっと続きでも委員長さんにお願いして、じゃあ議長さんにっていっ

たら議長さんのほうがこちらのほうに返されて、太田議員さんの説明を聞いたらどうだみたい

なことになってる。もうこれが経過ですよね。 

◆寺坂寛夫 委員長 はい。 

◆米村京子 委員 その中で、あくまでも私はもうこれは議会でされた話だと理解しちゃうんです

よ。それで特別委員会ではある程度までは、そこまでを説明を聞いたらどうだっていうことな

んですけど、あくまでもこれは太田議員さんと執行部さんのほうでのやりとりの中で、どうな

のっていうところでおさめてしまえないのかっていうふうに私は思ってます。だから説明を聞

くっていうことに対しては、どこを、どのような説明を聞くのかっていうことをちょっと皆さ

んに聞いてみたいです。 

◆寺坂寛夫 委員長 先日も委員会で議論しましたわね、見ていただいて。この後半の部分です、

言いっ放しの部分です。ですから、我々でやはり、特別委員会でもいろいろ議案を審査してき

ましたが、補正予算いろいろ。その中で土壌汚染調査や水質のその調査、ずっと来てるわけで

すからね。委員会でずっと認めてきてやって、報告受けたりすることが違った方向での意見と

なってると。それを本人はこの辺はようわかりませんけどね、その辺でやはりはっきりわから

ないというか、議長のほうにも全然されない、議長はこっちに返すということで、全然、私は。

(「それはおかしいんじゃないか。」と呼ぶ者あり) 

 長坂委員。 

◆長坂則翁 委員 事務局に確認したいんだけども、過去にもさまざまな出来事がありましたよね、

病院は病気のデパートだとかね、さまざまあったんじゃないですか、ねえ。それから金目問題

もあったし。あれは全部議長の職権でやられましたよね。 

 事務局に聞きたいのは、あれは不適切発言ということだろうと思う。これは不適切発言とい

うふうには捉えることはできないということですよね、捉えることもできるんですか、できな

いんですか。いわゆる現実の執行部、庁舎整備局が進めておる事業に対しての発言としてこう

いったことになっておるということは、こういう発言をされたっていうことに対して、どうで

すか。 

◆寺坂寛夫 委員長 河村局長。 

○河村敏市議会事務局長 鳥取市議会の過去の例から言いますと、先ほど長坂委員さんが意見言

われたんですけども、議場で委員みずから陳謝なり訂正発言というのをされております。それ

で、中身については明らかな差別発言とか、そういう地元に対しての無礼な発言とか、そうい

うのですので、今回、何が不適切かどうかっていう基準はないんですけども、個人的な感覚で

言えば、問題はあってもそこまでの問題ではないかなと、今回の場合、思ってます。（「なら問
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題ないが」と呼ぶ者あり） 

◆寺坂寛夫 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 説明聞く聞かんっていうのはあるけどね、本人が不適切じゃないから訂正しな

いって言われたら、もうそれで終わりなんですよ、もう、幾ら言ったって。議長がそういうこ

とをやりなさいって言ってもだめなんですよね。だから、何で説明を聞く必要があるのってい

う話になるんだけど、それでいくとね、堂々巡りになっちゃうと思いますよ。 

◆桑田達也 委員 いいですよ。このままずっとやっても。（笑声） 

◆長坂則翁 委員 いや、説明がしたいんじゃないよ。議長のほうから逆に、それだったら委員会

で説明しなさいと。（発言する者あり） 

◆桑田達也 委員 どうぞ、いいですよ。 

◆寺坂寛夫 委員長 横山さんはいいですかね、発言は。 

 そうしますと、大半の方がここはここで呼ぶ必要はないと、呼んで説明を受けることもない

ではないかということでありますので、最終的には委員長判断と執行部に一任すると、判断は

ね。（発言する者あり）あの（聞き取り不能）のことでちょっとそれはきちっとしますという格

好を言われたら始まる前でも、月曜日でも。その辺は執行部の方、するかしないかはその辺、

判断を。市民、ちょっと……（聞き取り不能）。 

◆桑田達也 委員 それは、どういう意味ですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 いやいや、何日の発言の分で意見だったわけですけど、ちょっと実はこうで

すっていう決定するぐらいで、できないのかと思うんですけど。 

◆桑田達也 委員 それはできないでしょう。 

◆寺坂寛夫 委員長 執行部で判断ができないと言われたらもう終わりですね。（発言する者あり）

じゃあ、ここで一応委員会という…。執行部、退席していただきましょうか、執行部はね。こ

れ、後でちょっと戻っていただいて、対応を。 

◆桑田達也 委員 太田さんは呼ばんということになるの。（発言する者あり） 

◆寺坂寛夫 委員長 最終的にね。まあまあこれで。 

◆桑田達也 委員 いやいやいや、執行部は退席していいけど、太田さんを呼ぶってなったら執行

部おってもらわないけんでしょう。 

◆寺坂寛夫 委員長 いやいや、もう呼ばないみたい感じが大半だけん。 

◆桑田達也 委員 いや、そこをでもはっきりしないと、執行部帰ってもらって太田さんまた呼ぶ

っちゅう話になったら、また来てもらわないけん。 

◆米村京子委員 おかしいじゃないですか。 

◆寺坂寛夫 委員長 いやいや、太田さんを呼ぶという話はなしというのが大半ですのでね。 

◆米村京子委員 ああ、太田さん、呼ばないっていう前提でっていうこと、あっ、前提ならいい

ですけどね。何にもないのにそれで終わっちゃったら、ええ、何っていうことになっちゃう。 

◆寺坂寛夫 委員長 ですから、皆さんでもう何もなしというかどっちでもいいっていうことでし

たらいいでしょうし、執行部のほうでも少しそれなりの考えを、何らかのね、発言の機会とか。

その辺を考えるのは執行部に一任するという格好は、我々ではもう判断できませんからね、皆
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さんの意見で、あれをしなさい、これをしなさいは。あと執行部に任せると、判断を。 

◆桑田達也 委員 それも違う。 

◆寺坂寛夫 委員長 違いますかね。 

◆桑田達也 委員 執行部が判断する問題ではなくて。 

◆寺坂寛夫 委員長 いや、違った話ですので、執行部に対して意見を言われた。 

◆伊藤幾子 委員 違った話かどうかっていうとこが、何ちゅうか、あっ、ちょっといいですか、

委員長。ややこしいな。 

◆寺坂寛夫 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 きのうね、執行部のほうからいろいろ説明いただいて理解したと、さっき、桑

田委員からも言われたんですけれども。それで、私は、まず最初に本会議場で質問を聞いて、

あれっと思ったのは、太田議員が、何ていうかな、浄化槽と重油タンクのあった場所っていう

ことで言われましたよね。私は、この特別委員会の委員でありながら、前の市立病院の浄化槽

がどこにあって、重油タンクもどこにあって、そういう位置っていうのは全くわかってなかっ

たわけですよね。そういった資料を見た記憶もなかったんですよ、もしかしたら抜けとるかも

しれませんよ、もう配られてるのに全然もう頭になかったかもしれないけど、全く位置がわか

らない。特別委員の委員なのにそういう位置もわかってないのに、委員じゃない人がそれを言

ってるっていうことにまず驚きと、あと、これはやっぱり委員としてあかんということで確か

めないといけないと。その中のやりとりの中で、重油タンクのあった場所に、そこはくいに関

係ないっちゅうので、何か調査をしないとかどうのこうのっちゅう、調査に関する言葉が出て

きたので、やっぱりこれは私は土壌調査は必要なところはされてるという認識でいたし、重な

る予算も認めてきてるわけだし、やっぱりそこが私の認識と違うということで担当課にすぐ問

い合わせをして話を聞いたし、ほかの委員さんがちゃんと浄化槽とかいろんな場所知っとるん

ならええけど、私だけが知らんのだったらまだええけども、でも恐らく多分配られてないだろ

うなと思ったので、ここの委員会の場でやっぱりそれはしないといけないと思ったのでそうい

う発言をしたんですけど、私もきのういただいた資料を何回も何回も読んで、やっぱり土のこ

とじゃなかったんですよ、これ。水のことだったんですよ、水質のね。それで本当に私のもう

誤解だなっていうのはわかったんですけれども、だから水のことだと、ちょっと主語というか、

何の調査、調査、調査、調査って出てくるけど、一体何の調査っていうことが前にないので、

ちょっと私は理解ができなかったんだけど、一つ一つ調査っていう言葉の前に水だとか土壌だ

とかって入れていけば文書はわかるわけで、このとおりなんだなと。 

 いろいろ意見が出てましたけど、あくまで一議員が言った意見に対して、あんたのそれはお

かしいとか間違ってるなんていうのは言えないですから、みんなそれぞれ自分の責任で言って

るわけですので、よっぽど不的確発言以外はもうそれは自由ですので、議事録に載ろうが何し

ようがそれも自分の責任だっていうことで、みんな言葉を発してるわけなので、私は自分の疑

問、それは解決したって、きのうも言ったんですけど。だから私は太田議員の発言に、個人的

な意見言えば、もうちょっと詳しく言ってほしかったなっていうのはありますけど、間違いが

あるとは思ってないんですよね、私はね。 
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◆桑田達也 委員 ちょっとそれは違う。 

◆寺坂寛夫 委員長 庁舎整備局に質問の前に太田議員が資料を入手されたと、浄化槽やオイルタ

ンクの跡。それを全部資料を見られてからのこれは質問というか、意見ですので。 

◆伊藤幾子 委員 わかっていますよ、わかってる。 

◆寺坂寛夫 委員長 ですから、本人が見て知っとられると思うんです、それは。知らないで水質

とこう、本人の土壌調査と水質のがもう頭がこんがらがったのは、これ一緒になったためです、

この内容はね。 

◆伊藤幾子 委員 いや、でもそれはわからん。 

◆寺坂寛夫 委員長 水質はまだこれからですよ、モニタリングはっちゅうことですけどね。もう

２カ所されたことだけ、どうのこうの出とるだ何だっていうのは。土質調査と……。 

◆桑田達也 委員 そうそう、モニタリング調査自体のことが太田さん自体の中でわかってないか

らこういうこと……。 

◆寺坂寛夫 委員長 ２つがもう一緒ぐらいだって、そう言われるけど、水質は……。 

◆伊藤幾子 委員 ああ、はいはいはい。 

◆寺坂寛夫 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 そうなんかも、それはちょっと私もようわかりませんけど、でも、物事に対し

て誤解して一般質問をすることがね、じゃあ、ほかの議員にないかっていうと、私それも言い

切れなくって、私自身もやってるのは多々あるので。だから、それはそれでやっぱり言えない

ことだと思いますよ、それは。それは違うと思う、うん、そこは。明らかに何か、誰が見ても間

違いだとかおかしいとかっていう限りは、ちょっと言えないんじゃないだろうか。 

◆寺坂寛夫 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 問題は、太田議員がこの土壌汚染調査の報告書も読まれて、そういったことも

理解をされてこの質問を組み立てられていて、最後の最後で土壌汚染調査ということから発生

してくる水質汚染のモニタリング調査のことを、要は何だわのちょっと誤解が生じてると思う

んです、この文章を見る限り、この質問。あらかじめ本来調査を初めにやるべきことをやって

ないんだということをおっしゃっているからおかしくなってるわけで、工事に伴って土壌汚染

のそういう、執行部からもあったけども、拡散が行われないようにモニタリング調査をするわ

けであって、水質のですね。そこの辺の考え方がちょっと錯綜しているからこういうことにな

ってるんだというふうに私は見ましたけどね。だから、特別委員会で問題になった、調査をし

ないで進めているっていう、この断定的な表現は、土壌汚染調査のことではなくて水質モニタ

リング調査なんだけど、さらにその水質モニタリング調査のことが太田さん自身の中でのみ込

めてないから、一緒になってこういう言い方になってしまったんだろうというふうに私は推測

しますけど。 

◆寺坂寛夫 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 きのうここまで話ができてたらこういうことはなかったんですよね。(「そう

です。そうです。」と呼ぶ者あり)だけど、きのうは皆さんが同意して、じゃあ正副委員長に任せ

るから、議長のとこへ行ってきなさいって、で行かれたんですよね。行かれた結果がきょうだ
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ということで、委員長さん仕事してらっしゃるのに、正副委員長さん。だから、どうとかこう

とか言ってんじゃ……。 

◆米村京子 委員 きのうもらって、きのうのこれでしょう、なかなか理解できなかったんですよ、

正直なところ。その辺がね。 

◆下村佳弘 委員 だからね、またみんなが考えんといけんなと思って、自分も含めてですよ。 

◆寺坂寛夫 委員長 だから、執行部のほうの説明がどういう、やりとりはなかったかもわかりま

せんよ、重油タンクの浄化槽っていうのは本来コンクリートできて、槽は撤去するわけですよ。

で、その深さまでせないけんじゃないかというのが発端だよね。土質でしょ、水質っていった

ってあれですからね、地下水が出てきたりして水がありますから。井戸を掘れということの何

かよくわからない、本人は。ですから、ごっちゃになっとると思うんですよね、浄化槽とかタ

ンクの辺は十分されてないみたいで深くせないけんじゃないかみたいなことで、それは土質と

思うんですよ、水は関係ないですからね、そこの場所は。 

 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 だから、どう理解しようが何しようがそれはもうその議員さんの考えとか受け

とめなので、そこまで、あんたおかしいんやないのっていうことはならないと思うんですよ。

そんなこと言われとったら、みんなに言わんといけませんが、そんなこと。だから、それは違

うと思うんですよね。だから、何、一番最初にモニタリングも何か、やるべきじゃなかったの

かっていうのは、あくまでこれは太田議員の意見なわけなので、それをどうのこうのと言えれ

んと思うんですけどね。 

◆桑田達也 委員 ああだこうっていうことを言う必要ないんです。 

◆下村佳弘 委員 本人がそうだと認めん限りはどうにもね。 

◆米村京子 委員 だから、この場で認めさせるのか、認めさせるのかもおかしいと思いますよ。 

◆下村佳弘 委員 いや、そんなことは誰も言ってないじゃないですか。（発言する者あり） 

◆寺坂寛夫 委員長 話が全然……。委員会を終了しましょう、もう。（「はい、じゃあ終わり。解

散。」と呼ぶ者あり）休憩しましょうか。本当は太田議員の……。 

◆長坂則翁 委員 堂々めぐりになっとるけえ、やめらええ、もう。あとは委員長、副委員長に扱

いは任せた。（笑声）（発言する者あり）だって、それしか。 

◆寺坂寛夫 委員長 あとは執行部だと思いますよ。執行部が、そのあたりきちっとしたら……。

（発言する者あり）（聞き取り不能）判断すれば。 

◆長坂則翁 委員 ただ、言ったように、議場での発言をけしからんとかなんとかっていうのは立

場的に言えんと思うんで、そこだけはやっぱり押さえとかなきゃいけんと思うんですよ。だけ

え、執行部のいわゆる進めてきた事業と本人さんが思っておることとのずれがあるとするなら

ば……。 

◆寺坂寛夫 委員長 説明を十分してもらうとか、執行部が本人に。それは本人の考え方ですけど

も。 

◆長坂則翁 委員 ずれの解消に向けてどうするのかということも一つは課題としてあるだろう

し、扱いはお任せしますよ。 
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◆寺坂寛夫 委員長 ということは、太田委員に、あれ、質疑はいつだったですかいね、あれ、申

し込みとか。庁舎のほうに質疑に絡めてちらっと執行部とやりとりをしてもいいでしょうし。

もう済みましたかいね。 

◆桑田達也 委員 それ、太田さんが申し入れて。 

◆寺坂寛夫 委員長 ええ、申し入れて。市庁舎のほうでちょっと絡む、そうしてもらってやりと

りをちょっと、正確ね、私のあれ、十分な発言ができなかったけど、こうこうでモニタリング

はどうですか、水質はとか。そういうことをやって執行部が上手に答えると。 

◆米村京子 委員 上手に。 

◆伊藤幾子 委員 いや、ちょっと待って、委員長。上手に発言できんかったかどうかっていう、

本人さん、そう思ってるかどうかもわかんないのに勝手に決めたらあかんと思いますけど。 

◆寺坂寛夫 委員長 いやいやいや、だけえ、それを考えてもらったらと思うんですけどね、落と

しどころを。委員長に一任して、どうなんだと。 

◆米村京子 委員 一任しちゃったらそうなりますよ、一任したらね。委員長に一任だから。 

◆寺坂寛夫 委員長 なかなか、終わりましょうか、とりあえずね。 

(「ちゃんと閉めないといけんで。」と呼ぶ者あり) 

◆寺坂寛夫 委員長 はいはい。もう１時間ですので、大変御苦労さまでした。委員会……（発言

する者あり） 

 その他、ありますかいね。ないですね。 

○湯谷久美子市議会事務局次長 ないです。 

◆寺坂寛夫 委員長 じゃあ、特別委員会を終了したいと思います。大変御苦労さまでした。 

 

午後４時０分 閉会 

 


